
目

次

訓

令

△

公
害
苦
情
相
談
員
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

(

環
境
対
策
室)

…
…
…
一

(

県
法
規
登
載)

告

示

△

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
六
百
七
十
六
号

(

平
成
十
七
年
度
地

籍
調
査
事
業
計
画)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

地
域
調
整
室)

…
…
…
一

△

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証(

市
町
村)

(

二
件)

(

〃

)

…
…
…
二

△

平
成
十
四
年
広
島
県
告
示
第
千
百
九
十
九
号

(

悪
臭
防
止
法
の
規

定
に
基
づ
く
規
制
地
域
の
指
定
及
び
規
制
基
準
の
設
定)

の
一
部

を
改
正
す
る
告
示

(
環
境
対
策
室)

…
…
…
二

(

県
法
規
登
載)

△

保
安
林
の
指
定
の
解
除(

四
件)

(

治

山

室)
…
…
…
三

△

保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知

(

〃

)
…
…
…
四

△

解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

(

〃

)

…
…
…
四

△

道
路
の
区
域
変
更(

二
件)

(

道
路
保
全
室)

…
…
…
四

△

道
路
の
供
用
開
始

(

〃

)

…
…
…
五

△

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定

(

砂

防

室)

…
…
…
五

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

県
民
文
化
室)

…
…
…
七

△

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

開
発
指
導
室)

…
…
…
七

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

七

訓訓訓

令令令

広
島
県
訓
令
第
一
号

本

庁

地

方

機

関

公
害
苦
情
相
談
員
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

公
害
苦
情
相
談
員
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

公
害
苦
情
相
談
員
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令

(

昭
和
四
十
七
年
広
島
県
訓
令
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

事
業
調
整
員｣

を

｢

専
任
主
査
、
事
業
調
整
員｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
号
中

｢

市
町
村｣

を

｢

市
町｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
三
十
八
号

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
六
百
七
十
六
号

(

平
成
十
七
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

数
値
情
報
化
事
業

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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広

島

市

数
値
情
報
化
を

行
う
者
の
名
称

湯
来
町
大
字
和
田
の
一
部
、
湯
来
町
大
字
伏
谷
の
一
部

数

値

情

報

化

を

行

う

区

域

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
八
年
三
月
三
一
日
ま
で

数
値
情
報
化
を
行
う
期
間

(定期)

定

第 ４

期

号

発行者 広 島 県

広島県総務企画部発行所 管理総室文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



広
島
県
告
示
第
三
十
九
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
次
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
五
年
五
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

三
次
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
次
市
吉
舎
町
雲
通
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
十
日

広
島
県
告
示
第
四
十
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

安
芸
高
田
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
四
年
六
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

安
芸
高
田
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

安
芸
高
田
市
高
宮
町
佐
々
部･

房
後･

原
田･

来
女
木･

羽
佐
竹
の
各
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
十
日

広
島
県
告
示
第
四
十
一
号

平
成
十
四
年
広
島
県
告
示
第
千
百
九
十
九
号

(

悪
臭
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
く
規
制
地
域
の
指
定
及
び
規

制
基
準
の
設
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
の
一
中

｢

市
町
村
に｣

を

｢

市
町
に｣

に
改
め
、
第
一
の
一
の
表
中

をに
改
め
る
。

第
二
の
一
中

｢

市
町
村
に｣

を

｢

市
町
に｣

に
改
め
、
第
二
の
一
の
表
中

をに
改
め
、
第
二
の
二
の
１
中

｢
市
町
村
の｣

を

｢

市
町
の｣

に
改
め
、
第
二
の
二
の
１
の
表
中
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神
石
高
原
町

安
芸
高
田
市

廿

日

市

市

庄

原

市

三

次

市

府

中

市

三

原

市

呉

市

油
木
の
一
部
、
安
田
の
一
部
、
古
川
の
一
部
、
笹
尾
の
一
部
、
下
豊

松
の
一
部
、
時
安
の
一
部

高
宮
町
原
田
の
一
部
、
高
宮
町
来
女
木
の
一
部
、
美
土
里
町
生
田
の

一
部
、
美
土
里
町
横
田

吉
和
字
市
垣
内
、
吉
和
字
田
中
原
女
鹿
平

総
領
町
亀
谷
の
一
部
、
東
城
町
川
西
の
一
部

三
和
町
の
一
部
、
君
田
町
の
一
部

上
下
町
深
江
の
一
部
、
上
野
町
の
一
部
、
下
野
町
の
一
部
、
斗
升
町

の
一
部

新
倉
町
の
一
部
、
大
畑
町
の
一
部
、
宮
浦
の
一
部
、
学
園
町
、
沼
田

町
の
一
部
、
本
郷
町
下
北
方
の
一
部
、
本
郷
町
上
北
方
の
一
部
、
久

井
町
土
取
の
一
部
、
久
井
町
羽
倉
の
一
部
、
久
井
町
坂
井
原
の
一
部
、

久
井
町
山
中
野
の
一
部
、
久
井
町
小
林
の
一
部
、
久
井
町
和
草
の
一

部
、
久
井
町
江
木
の
一
部
、
久
井
町
吉
田
の
一
部
、
久
井
町
莇
原
の

一
部
、
久
井
町
泉
の
一
部
、
久
井
町
下
津
の
一
部

倉
橋
町
倉
井

｢

市

町

村

名

地

域

の

範

囲

｣

｢

市

町

名

地

域

の

範

囲

｣

｢
市

町

村

名

地

域

の

範

囲

｣

｢

市

町

名

地

域

の

範

囲

｣

(定期)



をに
改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
四
十
二
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一
１

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
広
島
市
吉
川
工
業
団
地
五
七
八
三
の
六
一

(
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

解
除
の
理
由

電
気
通
信
設
備
用
地
と
す
る
た
め

二
１

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
広
島
市
吉
川
工
業
団
地
五
七
八
三
の
六
一

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

３

解
除
の
理
由

電
気
通
信
設
備
用
地
と
す
る
た
め

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
農
林
水
産
部
林
務
総
室
治
山
室
及
び
東
広
島
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
四
十
三
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
広
島
市
高
屋
町
高
屋
堀
四
四
九
五
の
一

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
農
林
水
産
部
林
務
総
室
治
山
室
及
び
東
広
島
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
四
十
四
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
広
島
市
河
内
町
入
野
字
鶴
ノ
巣
一
八
九
三
の
三
四
、
一
八
九
三
の
七
六
、
一
八
九
三
の
七
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

広
島
県
告
示
第
四
十
五
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
広
島
市
黒
瀬
町
川
角
字
檜
谷
一
八
三
の
一
・
一
八
三
の
三

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
農
林
水
産
部
林
務
総
室
治
山
室
及
び
東
広
島
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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｢
市

町

村

名

臭

気

指

数

｣

｢

市

町

名

臭

気

指

数

｣

(定期)



広
島
県
告
示
第
四
十
六
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

庄
原
市
比
和
町
古
頃
字
東
木
ノ
下
一
一
八
の
一
、
一
一
九
の
一
か
ら
一
一
九
の
三
ま
で
、
一
二
〇
の
一

か
ら
一
二
〇
の
三
ま
で
、
甲
一
二
一
、
一
二
二
、
字
当
根
二
の
一
、
三
、
四
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

(二)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(三)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
林
務
総
室
治
山
室
及
び
庄
原
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
四
十
七
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

庄
原
市
東
城
町
保
田
字
鳶
ノ
子
二
七
一
の
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

広
島
県
告
示
第
四
十
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
二
月
二
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
三
二
号

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
四
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建
設

局
竹
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
二
月
二
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

大
崎
上
島
循
環
線

道
路
の
区
域
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府
中
市
上
下
町
上
下
字
明
釼
二
四
三
九
番
地
先
か
ら

府
中
市
上
下
町
上
下
字
明
釼
二
四
八
三
番
二
地
先
ま
で

府
中
市
上
下
町
上
下
字
郷
中
山
四
九
九
番
四
地
先
か
ら

府
中
市
上
下
町
上
下
字
明
釼
二
四
三
九
番
地
先
ま
で

府
中
市
上
下
町
上
下
字
切
田
尻
九
四
二
番
二
一
地
先
か
ら

府
中
市
上
下
町
上
下
字
郷
中
山
四
九
九
番
四
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新 旧 新 旧 新
旧

別

一
七
・
七
〇
〜

二
三
・
〇
〇

七
・
〇
〇
〜
一

三
・
七
〇

一
七
・
六
〇
〜

四
八
・
四
〇

七
・
七
〇
〜
九

・
三
〇

七
・
七
〇
〜
九

・
三
〇

一
二
・
〇
〇
〜

三
〇
・
三
〇

メ
ー
ト
ル

八
・
〇
〇
〜
二

四
・
三
〇

敷
地
の
幅
員

二
三
八
・
〇
〇

二
三
八
・
〇
〇

二
一
一
・
〇
〇

二
〇
〇
・
〇
〇

二
〇
〇
・
〇
〇

三
一
九
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

三
一
九
・
〇
〇

延

長

拡
幅

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

拡
幅 備

考

(定期)



道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

大
西
大
西
港
線

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
五
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
二
月
二
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
五
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山
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豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
字
大
田
浜
四
〇
九
八
番
七
地
先

か
ら

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
字
笹
ヶ
浜
沖
五
五
四
七
番
一
地

先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

八
・
七
〇
〜
二

六
・
〇
〇 メ

ー
ト
ル

八
・
七
〇
〜
二

〇
・
六
〇

敷
地
の
幅
員

二
四
二
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

二
四
二
・
四
〇

延

長

拡
幅 備

考

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
字
沖
菅
原
五
五
三
〇
番
二
二
地

先
か
ら

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
字
沖
菅
原
五
五
三
〇
番
三
七
地

先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

一
四
・
六
〇
〜

三
七
・
八
〇

メ
ー
ト
ル

一
四
・
六
〇
〜

一
八
・
三
〇

敷
地
の
幅
員

八
六
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

九
三
・
七
〇

延

長

拡
幅 備

考

県
道
尾
道
新
市

線 路

線

名

尾
道
市
原
田
町
梶
山
田
字
亀
ヶ
尻
一
八
九
〇
番
四
地
先
か
ら

尾
道
市
原
田
町
梶
山
田
字
真
野
原
一
一
一
九
番
一
地
先
ま
で

区

間

平
成
一
八
年
一
月
一

九
日 供

用
開
始
の
期
日

田
之
尻(
一
一
二
六

ｂ)

地
区

田
之
尻(

一
一
二
六

ａ)
地
区

念
仏
谷
一
〇
五
〇
―

一(

一
一
二
五)

地

区 向
光
石
四
四
六
―
一

(

一
一
二
三)

地
区

中
之
原(

一
一
一
九

隣
二)

地
区

中
之
原
一
七
六(

一

一
一
九
隣
一)

地
区

中
之
原
一
九
一(

一

一
一
九)

地
区

吉
ヶ
瀬(

一
二
三
五

隣)

地
区

吉
ヶ
瀬
九
九
三
―
三

(

一
二
三
五)

地
区

砂
ヶ
瀬
一
二
一
一

(

六
一
九
七)

地
区

田
之
尻
三
三
一
―
二

(

六
一
七
三)

地
区

田
之
尻
二
六
九(

五

〇
七
七)

地
区

中
全
道
七
二
五(

五

〇
七
六)

地
区

区

域

の

名

称

土

砂

災

害

警

戒

区

域

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

区
域
の

表

示

田
之
尻(

一
一
二
六

ｂ)

地
区

田
之
尻(

一
一
二
六

ａ)

地
区

念
仏
谷
一
〇
五
〇
―

一(

一
一
二
五)

地

区 向
光
石
四
四
六
―
一

(

一
一
二
三)

地
区

中
之
原(

一
一
一
九

隣
二)

地
区

中
之
原
一
七
六(

一

一
一
九
隣
一)

地
区

中
之
原
一
九
一(

一

一
一
九)

地
区

吉
ヶ
瀬(

一
二
三
五

隣)

地
区

吉
ヶ
瀬
九
九
三
―
三

(

一
二
三
五)

地
区

砂
ヶ
瀬
一
二
一
一

(

六
一
九
七)

地
区

田
之
尻
三
三
一
―
二

(

六
一
七
三)

地
区

田
之
尻
二
六
九(

五

〇
七
七)

地
区

中
全
道
七
二
五(

五

〇
七
六)

地
区

区

域

の

名

称

土

砂

災

害

特

別

警

戒

区

域

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及
び
法
第
八

条
第
二
項
に
規
定
す
る
土

砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令

(

平
成
十
三
年
政
令

第
八
十
四
号)

で
定
め
る

事
項

(定期)



各
区
域
に
つ
い
て
、｢
次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防

室
及
び
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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田
ノ
尻
川
隣
一(

一

一
七
隣
一)

地
区

田
ノ
尻
川(

一
一
七)

地
区

蛇
ノ
谷
川
隣
二(

一

一
六
隣
二)

地
区

蛇
ノ
谷
川
隣
一(

一

一
六
隣
一)

地
区

蛇
ノ
谷
川(

一
一
六)

地
区

東
田
之
尻(

一
九
五

二)

地
区

東
宮
利(

一
九
五
一

隣
三)

地
区

東
宮
利(

一
九
五
一

隣
二)

地
区

西
宮
利(

一
九
五
一

隣
一)

地
区

道
西
八
七
六(

一
九

五
一)

地
区

着
之
谷
八
〇
八
―
二

(

〇
九
五
二)

地
区

東
宮
利(

〇
九
五
一

隣)

地
区

東
宮
利
六
五(

〇
九

五
一)

地
区

東
田
之
尻(

七
四
四

三
隣)

地
区

田
之
尻(

七
四
四
三)

地
区

東
田
之
尻(

七
四
四

二)

地
区

中
之
原
二
〇
九(

七

四
四
一)

地
区

田
之
尻
三
〇
九(

一

一
二
七
隣)

地
区

東
田
之
尻
一
二
六
〇

(
一
一
二
七)

地
区

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

田
ノ
尻
川
隣
一(

一

一
七
隣
一)

地
区

蛇
ノ
谷
川
隣
二(

一
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六
隣
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蛇
ノ
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六
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五
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二

(
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五
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地
区
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五
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田
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三
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之
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区
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区
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四
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区
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尻
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一
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隣
五
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地
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六
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仏
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仏
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区
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地
区

田
ノ
尻
川
隣
二(

一

一
七
隣
二)

地
区

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

次
の
図
の

と
お
り

田
ノ
尻
川
支
川
隣
六

(

六
九
一
二
隣
六)

地
区

田
ノ
尻
川
支
川
隣
五

(

六
九
一
二
隣
五)

地
区

田
ノ
尻
川
支
川
隣
四

(

六
九
一
二
隣
四)

地
区

田
ノ
尻
川(

六
九
一

二
隣
三)

地
区

田
ノ
尻
川
支
川
隣
二

(

六
九
一
二
隣
二)

地
区

田
ノ
尻
川
支
川
隣
一

(

六
九
一
二
隣
一)

地
区

田
ノ
尻
川
支
川(

六

九
一
二)

地
区

中
ノ
原
川(

五
五
九

三)

地
区

念
仏
谷
川
隣(

五
五

九
二
隣)

地
区

念
仏
谷
川(

五
五
九

二)

地
区

田
ノ
尻
川(

一
一
八

隣)

地
区

田
尻
谷
川(

一
一
八

ｂ)

地
区

田
尻
谷
川(

一
一
八

ａ)

地
区

田
ノ
尻
川
隣
四(

一

一
七
隣
四)

地
区

田
ノ
尻
川
隣
三(

一

一
七
隣
三)

地
区

田
ノ
尻
川
隣
二(

一

一
七
隣
二)

地
区

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

(定期)



公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
一
月
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

三
原
市
田
野
浦
一
丁
目
三
二
一
番
四
、
三
二
二
番
三
、
一
三
四
一
番
二
、
一
三
四
二
番
五
、
一
三
四
三

番
、
一
三
四
三
番
二
、
一
三
四
三
番
三
、
三
二
一
番
四
地
先
道
路
及
び
水
路
、
一
三
四
三
番
二
地
先
道
路

及
び
水
路
、
一
三
四
三
番
三
地
先
道
路
及
び
水
路

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

広
島
市
西
区
横
川
町
一
丁
目
七
番
一
号

ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
中
国
株
式
会
社

代
表
取
締
役

土
井

邦
良

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第
３
号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
１
月

19日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

平成18年 1月19日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 0 0号

7

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ノ
ー
マ

特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

小
野

和
久

代
表
者
氏
名

広
島
県
福
山
市

沖
野
上
町
一
丁

目
六
番
二
九
号

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
及
び

障
害
者
等
の
社
会
的
弱
者
並

び
に
そ
の
家
族
に
対
し
、
社

会
生
活
の
向
上
を
目
的
と
し

た
法
律
的
な
サ
ポ
ー
ト
事
業

を
行
い
、
福
祉
の
増
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

・
そ
の
他
の

事
業
の
廃
止

・
資
産
の
区

分
の
変
更

・
会
計
の
区

分
の
変
更

定
款
変
更
の

内
容

平
成
一
八
年
一

月
六
日

申
請
の
あ
っ
た

年
月
日

5S
0893

5S
0733

5P
1045

検
定

番
号

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
１
月

19
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

回
胴
式
遊
技

機 ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

フ
ィ

ーバ

ーロ

ード
・
オ
ブ
・

ザ
・
リ
ン

グ
Ｓ

ア
リ
シ
ア

Ｒ Ｃ
Ｒ
・
ス

キ

ージ
ャ

ン
プ
ベ
ア

初
級
編

型
式
名

株
式
会
社
ビ
ス
テ
ィ

代
表
取
締
役
寶
田
久
治

(東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁

目
29番

10号
)

株
式
会
社
ロ
デ
オ

代
表
取
締
役
小
宮

隆
(東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三

丁
目
１
番
１
号
サ
ン
シ
ャ
イ

ン
60)

株
式
会
社
平
和

代
表
取
締
役
中
島

潤
(群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
二

丁
目

3014番
地
の
８
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)


